
67 市町村管理構想・
地域管理構想策定推進対策 URL ＨＰ https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000130.html

事例等 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000131.html

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

市町村・地域 ソフト ３月～
４月頃 13

国土交通省 国土政策局
総合計画課 国土管理企画室
03-5253-8359

３．地域の保全・管理に関する施策（市町村管理構想、地域管理構想の検討・策定）

（百万円）

HP 事例等
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〇 人口減少・少子高齢化の中で適切な国土管理を推進するため、「国土の管理構想」（令和３年６月）に基づき、土地の現状把握と将来予測をもとに、管理の
優先度や管理方法、土地の管理の在り方等を検討する、国土利用計画の実行計画としての役割を担う管理構想を、都道府県、市町村、地域の各レベルで策
定することが重要となる。

〇 令和８年度は、より実効性のある管理構想の取組促進を目指し、民間企業やNPO等の多様な主体が連携した国土利用・管理の在り方について調査検討を
行うとともに、取組普及を底上げするための人材育成を行う。

■調査内容

① 多様な主体が連携した取組の促進
○ 民間企業やNPO等の主体が取り組む国土管理の事例収集

を行うとともに、官民が連携して取り組む管理構想の実証調査を
行い、それらの結果を踏まえ、官民連携した管理構想の促進に
あたっての留意点等について調査検討を行う。

② 取組普及の底上げのための人材の育成強化
○ 市町村等の管理構想の理解促進を図り、市町村による地域

の管理構想策定の側面支援等が可能となるよう、市町村等の
人材の育成強化を行うための研修を企画・実施する。

(参考）地方創生2.0基本構想 施策集（令和7年6月13日）（抄）
第１章 政策の５本柱
１．安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

（94）人口減少下に適応した国土利用・管理の推進
担い手不足が懸念される地域においても適切な国土利用・管理が行われるようにする

ため、民間企業やNPO等の多様な主体が国土利用・管理に参画するよう促すとともに、
国・地方が連携し、都市・農地・森林等の個別の土地利用に係る様々な行政計画・事
業との整合・連携強化を図り、地域の課題解決に総合的に取り組む。

（国土交通省国土政策局総合計画課）

草刈りなど手のかからない方法
で管理
・将来の活用に備えた農地

○地域管理構想図の例

見守りなど必要最小限の管理

積極的に維持
・貴重な棚田
・獣害防止のため管理が必要な森林

サントリーホールディングスHPを基に国土交通省作成

（右）人事研修の一環として
里山林を管理

（左）病虫害対策として伐採
した木を利用してウイスキー
樽を製造

○民間企業による
国土管理の例

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000130.html
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000131.html


68 農山漁村振興交付金のうち
最適土地利用総合対策 URL https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html （R7）

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

都道府県、市町村、
地域協議会等 ハード・ソフト 定額、

5.5/10等 随時 10月頃（随時） 7,045の内数
農林水産省農村振興局
農村政策部地域振興課
03-6744-2665

３．地域の保全・管理に関する施策（農用地等の保全・管理）

（百万円）
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https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html


69 中山間地域等直接支払交付金 URL
HP https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/
事例等① https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/attach/pdf/index-105.pdf
事例等② https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_torikumi/attach/pdf/r0501-10.pdf

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

農業者の組織する
団体等 ソフト 定額 ～６月 28,460

農林水産省農村振興局
地域振興課
03–3501-8359

３．地域の保全・管理に関する施策（農用地等の保全・管理）

（百万円）

事例等①HP 事例等②
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https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/attach/pdf/index-105.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/attach/pdf/index-105.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/attach/pdf/index-105.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_torikumi/attach/pdf/r0501-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_torikumi/attach/pdf/r0501-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_torikumi/attach/pdf/r0501-10.pdf


＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．多面的機能支払交付金 48,463百万円（前年度48,463百万円）

① 農地維持支払
地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共

同活動を支援します。
② 資源向上支払

地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化
のための活動を支援します。

２．多面的機能支払推進交付金 1,585百万円（前年度1,585百万円）

制度の適正かつ円滑な実施に向けて、都道府県、市町村等
による事業の推進を支援します。

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］
※１：➋、❸の資源向上支払は、➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適用
※３：❸の長寿命化において、直営施工を行わない場合は、5/6単価を適用

都府県 北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
 （共同）

❸資源向上支払
 （長寿命化）

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
 （共同）

❸資源向上支払
 （長寿命化）

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400
畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

（円/10a）

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

＜事業の流れ＞

市町村
定額

農業者等
定額

（１の事業）

市町村等
定額

（２の事業）
国 都道府県

定額

農地維持支払

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持 等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源
の保全管理に関する構想の策定 等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持

・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
態系保全などの農村環境保全活動 等

・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修 等

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除

資源向上支払

実 施 主 体：農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農用地：農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

（円/10a）【加算措置】
項目 都府県 北海道

多面的機能の更なる増進への
支援 多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等

田 400 320
畑 240 80

草地 40 20
水田の雨水貯留機能の強化
（田んぼダム）への支援 資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の1/2以上で取り組む場合 田 400 320

項目 交付単価

組織の体制強化
への支援

広域活動組織を設立し
活動支援班※を設置
する場合

40万円/組織

項目 交付単価

環境負荷低減
の取組への支援

化学肥料と化学合
成農薬を原則５割
以上低減する取組と
併せて環境負荷軽
減に取り組む面積が
増加する場合

長期中干し 800
冬期湛水 4,000
夏期湛水 8,000
中干し延期 3,000

江の設置等
作溝実施 4,000
作溝未実施 3,000

（円/10a）

※広域活動組織内の複数の集落をまたいで共同活動を
行う班

70 多面的機能支払交付金 URL
HP   https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html （R８予定）
事例等 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/240527.html （R８予定）

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

農業者等の組織する団
体 ソフト 定額 ～6月 1月～2月 50,048

農林水産省農村振興局
農地資源課多面的機能支払推
進室
03-6744-2447

３．地域の保全・管理に関する施策（農用地等の保全・管理）

（百万円）
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https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/240527.html


71 森林・山村地域活性化振興対策のうち、
里山林活性化による多面的機能発揮対策 URL HP・事例等

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/tamenteki.html （R8予定）

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

地域協議会
民間団体等 ソフト

①②③定額、1/2、1/3以内
上限額：１活動組織当たり

          500万円/年
④委託

地域協議会
ごとに実施

地域協議会
ごとに実施 951

農林水産省林野庁
森林利用課
03-3502-0048

３．地域の保全・管理に関する施策（森林等の保全・管理）

（百万円）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

里山林活性化による多面的機能発揮対策

森業の振興などによる山村集落の維持・活性化や、森林の
多面的機能の発揮に向けて、林業事業体による経営管理が
されにくい里山林の整備を促進するため、
① 地域協議会が行う活動組織の確保・育成に向けた
説明会・体験会の開催、安全な作業技術の習得の支援

② 集落活動等として、集落周辺の里山林を活用する取組
  の支援
③ 「半林半X」等を含め、点在する人工林を本格活用する
取組の支援

④ 活動組織の活動成果の評価検証等
を実施します。
※②③については、市町村が定める山村振興法に基づく「山
村振興計画」に、里山林の保全活動が位置付けられている場
合に優先採択。

＜事業の流れ＞

国
地域協議会 活動組織

定額,1/2,1/3以内

委託 (①②③の事業)

(④の事業)

定額,1/2,1/3以内

民間団体

 里山林の整備・活用に関心のある地域住民等に対して、説明会や活動体験会を開催

 里山林の整備・活用の実践に取り組む活動組織に対する安全対策や施業技術等に
関する講習等の実施

 活動組織が行う里山林の整備・活用の実践支援

地域住民等が連携し森林
資源を活用する活動への
支援
最大12.0万円/ha

地域住民等が連携し竹林
資源を活用する活動への
支援
最大33.2万円/ha

半林半X等により本格的に
人工林を活用する活動への
支援
最大19.1万円/ha

上記活動に必要となる路網の作設・改修、資機材の整備、地域外関係者の
受入環境整備・調整等への支援、アドバイザーの派遣等による活動サポート

地域活動型

確保

育成

実践

複業実践型
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72 森林整備事業 URL HP https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sinrin_seibi/index.html（R８予定）

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

都道府県・市町村・
森林所有者等 ハード・ソフト 1/2、3/10

等 － 11月頃 127,133 農林水産省 林野庁整備課
03-6744-2303

３．地域の保全・管理に関する施策（森林等の保全・管理）

（百万円）

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．間伐や再造林、路網整備等
① 省力化・低コスト化を進めつつ、間伐や再造林等の適切な森林整備

を推進するとともに、林業適地等における林道の開設・改良等を推
進します。

② 森林の集積・集約化を進める地域において、基盤となる林道の整備
や効率的な森林整備を支援します。

③ 花粉発生源対策として伐採・植替え、路網整備等を支援します。

２．豪雨・台風等による被害を受けた森林の整備、林道の強靱化等
① 豪雨・台風等による被害を受けた森林や奥地水源林、重要インフラ

施設周辺の森林等について、市町村等の公的主体による復旧・整備を
推進するとともに、防災上重要な幹線林道の整備を推進します。

② 林野火災の危険度が高い地域において、山火事防止施設を備えた防
火機能の高い林道や延焼防止に資する防火林帯の整備を支援します。

③ クマ類を始めとする野生鳥獣の人身被害対策として、生息環境整備
のための広葉樹林化や林縁部における緩衝林帯の整備等を支援します。

路網整備の推進に
より再造林等を後押し

省力・低コスト造林による
再造林面積の確保

＜事業の流れ＞

国
都道府県、市町村、森林所有者等

1/2、3/10等

定額
（１の事業、２の事業の一部）

（２の事業の一部）

※ 国有林においては、直轄で実施

国立研究開発法人森林研究・整備機構

豪雨・台風等による被害を受けた森林の整備、林道の強靱化等

森林資源の
循環利用

公益的機能の持続的発揮

間伐や再造林、路網整備等

豪雨・台風等による被害を受けた森林や奥地水源林等
における復旧・整備や防災上重要な幹線林道の整備を
推進

花粉発生源対策として伐採・植替えの一貫
作業や路網整備等を支援

林野火災や人身被害の多発するクマ類
への対策となる森林整備を支援

森林の集積・集約化を進める地域において、基
盤となる林道の整備や効率的な森林整備を支援

間伐等の森林施業や路網整備

緩衝林帯の整備

伐採・植替えの一貫作業

台風による風倒木被害 防火林帯の整備奥地水源林

造林 下刈り 幹線林道の整備

幹線林道のり面保全
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73 生物多様性保全推進支援事業 URL https://www.env.go.jp/nature/biodic/hozen/index.html

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

地方公共団体、民間
企業、その他法人等 ソフト 交付金

1/2、定額
令和８年

３月～６月
ー 165

環境省自然環境局自然環境計
画課地域ネイチャーポジティ

ブ推進室
03-5521-8343

３．地域の保全・管理に関する施策（森林等の保全・管理）

（百万円）
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74 漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業 URL
HP https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub391.html

（R8予定）
事例等 https://hitoumi.jp

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

地域協議会、都道府
県、市町村等 ソフト 定額 1,350

農林水産省 水産庁
漁港漁場整備部 防災漁村課
03-3501-3082

３．地域の保全・管理に関する施策（藻場・干潟等の保全・管理）

（百万円）

事例等HP
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https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub391.html
https://hitoumi.jp/


75 鳥獣被害防止総合対策交付金 URL HP https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/yosan/yosan.html（R８予定）
事例等 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/hyosyo_jirei.html

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先
都道府県

地域協議会
民間団体等

ハード・ソフト 定額
(1/2以内等 )

3月中旬～
5月中旬

1月中旬～
2月中旬 9,900

農林水産省 農村振興局 農村政策部
鳥獣対策・農村環境課 鳥獣対策室
03-3591-4958

３．地域の保全・管理に関する施策（鳥獣被害対策・ジビエ利用）

（百万円）

農作物被害のみならず農山漁村での生活に影響を与えるシカ・イノシシ・クマ等による鳥獣被害の防止のため、広域的で効果的・効率的な鳥獣被害対策や
ジビエ利用拡大への取組等を支援します。

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
① 鳥獣被害防止総合支援事業

シカやイノシシ、サル、クマ、鳥類等への対応など「被害防止計画」に基づく地域ぐるみ
の取組や人材育成、侵入防止柵の省力的な管理、ジビエ利用拡大等を支援します。
② 鳥獣被害防止都道府県活動支援事業、都道府県広域捕獲活動支援事業

都道府県が主導して行う鳥獣被害防止対策、広域捕獲に係る取組等を支援します。
③ 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業

被害を及ぼす野生鳥獣の捕獲活動に係る取組を支援します。
④ 鳥獣被害対策基盤支援事業、全国ジビエプロモーション事業

被害対策推進のための人材育成、ジビエ利用推進のためのハンターや処理加工施設
向けの研修、ペットフードへの利用促進、消費拡大に向けた情報発信等を支援します。
⑤ シカ・クマ特別対策等事業

シカの集中捕獲や、クマの捕獲対策等を体制整備と併せて支援します。
⑥ スマート捕獲等普及加速化事業

スマート鳥獣害対策と農地周辺での加害性の高い個体の重点的な捕獲対策等を
行うモデル地区の整備・横展開を支援します。

都道府県 地域協議会等
定額、1/2等

民間団体等（民間企業、一般社団法人を含む）

（①、③、⑤、⑥
の事業）

（④の事業）

国 都道府県
定額

（②、⑤、⑥の事業）

＜事業の流れ＞ 交付

定額

〔総合的な鳥獣対策・ジビエ利用推進への支援〕

捕獲活動経費の
支援

刈り払い等による
生息環境管理

侵入防止柵の設置や
捕獲機材の導入

処理加工施設等
における人材育成

② 侵入防止柵の省力的な管理の推進
見回り負担の軽減等、省力的な維持管理に資する

ICT機器や資材等の導入を支援

〔鳥獣対策の取組〕 〔ジビエ利用推進の取組〕
① 捕獲から消費まで各段階の取組を推進
ジビエ利用の拡大に向け、ジビエ施設への搬入か

ら消費の各段階での取組を推進

② 国産ジビエ認証の取得推進
全国での国産ジビエ認証の取得に向けた取組を

推進

新たなジビエ商品
の開発

① スマート捕獲等の普及の加速化
ICT等を活用した、被害情報等を踏まえた農地

周辺の加害性の高い個体の重点的な捕獲を支援

認証制度の普及・定着化全国の処理加工施設を認証

重点捕獲

センサーカメラ
●REC

加害 出没

防草効果のある
通電性向上舗装

電気柵
監視システム電気柵

‐

クマの被害対策に係る総合
的な取組を支援

対クマ電気柵補強(トリップライン)クマ捕獲の強化 強固な侵入防止柵クマ撃退スプレー

〔クマ対策の取組〕

ジビエハンター
研修の実施

処理加工施設
等の整備

（捕獲段階） （処理・加工段階） （流通・消費段階）

観光等新たな
需要喚起

未利用部位の
ペットフード利用

-88-

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/yosan/yosan.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/hyosyo_jirei.html


＜対策のポイント＞
シカのねぐらや隠れ場となっている森林において、関連事業と連携した捕獲を推進するため、林業関係者等が行う、シカ捕獲ポイントの特定調査など、効率

的な捕獲に必要な取組を支援。

１．シカ等森林被害総合対策

シカの生息域となっている森林内において、林業関係者と地域関係者が
連携してシカ捕獲を効果的・効率的に進めるため、

① ドローンなどを活用してシカのねぐらや隠れ場等を特定する、捕獲ポイ
ントの特定調査等を支援します。

② 森林はアクセスが悪く、捕獲後の個体処理が困難等条件が悪いこと
から、簡易な捕獲個体処理施設の整備など、捕獲に必要な条件整備
を支援します。

1.① 捕獲ポイントの特定調査等

捕獲

1.② 簡易な捕獲個
体処理施設の整備等
（捕獲実施や捕獲個体処

理をより容易に）

林業関係者

捕獲者

連
携
・

情
報
共
有

★捕獲条件の不利な森林において、捕獲に必要な条件整備等により
捕獲を促進

捕獲＜事業の流れ＞

都道府県等国
定額

76 シカ等による森林被害緊急対策事業のうち
シカ等森林被害総合対策 URL 事例等 https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/tyouju.html（Ｒ8予定）

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先
都道府県
市町村

地域協議会
ソフト 定額 ー １月～２月 43 農林水産省 林野庁 研究指導課

03-3502-1063

３．地域の保全・管理に関する施策（鳥獣被害対策・ジビエ利用）

（百万円）
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77 指定管理鳥獣対策事業費 URL https://www.env.go.jp/nature/choju/reinforce/index2.html

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

都道府県・協議会
市町村（クマ間接交付） ソフト

交付金(補助
率1/2、2/3、

定額)
１月～２月頃 5,250

※国際観光旅客税財源を含む

環境省自然環境局野生生物課
鳥獣保護管理室
03-5521-8285

３．地域の保全・管理に関する施策（鳥獣被害対策・ジビエ利用）

（百万円）
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78 景観・歴史を大切にしたまちづくり
（歴史まちづくりの推進） URL https://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/content/001480763.pdf

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

歴史的風致維持向上
計画の認定都市等 ハード・ソフト 下図参照 1月～2月頃 下図参照 国土交通省公園緑地・景観課

03-5253-8954

３．地域の保全・管理に関する施策（景観・居住環境の整備改善）

（百万円）

-91-

https://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/content/001480763.pdf


79 景観改善推進事業 URL https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000046.html

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

市区町村 ハード・ソフト 下図参照 １月～２月頃 58.2
国土交通省都市局
公園緑地・景観課
03-5253-8954

３．地域の保全・管理に関する施策（景観・居住環境の整備改善）

（百万円）
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80 空き家対策総合支援事業 URL https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.ht
ml

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

市区町村・所有者、
NPO・民間事業者等 ハード・ソフト 1/2、2/5、

1/3、定額 4月～5月 1月～2月ごろ 5,900
国土交通省住宅局住宅総合整
備課住環境整備室
03-5253-8508

３．地域の保全・管理に関する施策（景観・居住環境の整備改善）

（百万円）

空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取組や、NPOや民間事業者等が行う
モデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支援（事業期間：令和８年度～令和12年度）

国

1/3

地方公共団体

1/3

所有者

1/3

※市区町村が実施する場合は国２/５、市区町村３/５

※代執行等の場合は国１/２、市区町村１/２

※市区町村が実施する場合は国１/２、市区町村１/２

（空き家の所有者が実施する場合）

活用

国

2/5

地方公共団体

2/5

所有者

1/5除却

国

1/2

地方公共団体

1/2
支援法人
業務

（空き家の所有者が実施する場合）

空き家の除却・活用等への支援（市区町村向け）

① 空き家の除却
  ー特定空家等の除却、跡地を地域活性化のために計画的に利用する除却等

② 空き家の活用

  ー地域コミュニティ維持・再生のために10年以上活用するための改修

③ 空き家を除却した後の土地の整備

④ 空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ

⑤ 空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握

⑥ 空き家の所有者の特定

※上記①～⑥は、空き家再生等推進事業（社会資本整備総合交付金）でも支援が可能。

⑦ 空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務

⑧ 空家法に基づく代執行等の円滑化のための法務的手続等を行う事業（附帯事業）

ー行政代執行等に係る弁護士相談費用、財産管理制度の活用に伴い発生する予納金等

⑨ ①～⑥の事業と一体となり、その効果を一層高めるために必要な事業 (促進事業)

①調査検討等支援事業（定額） ー創意工夫を凝らしたモデル性の高い取組に係る調査検討やその普及・広報等への支援

②改修工事等支援事業（除却：2/5、活用：1/3） ー創意工夫を凝らしたモデル性の高い空き家の改修工事・除却工事等への支援

モデル的な取組への支援（NPO・民間事業者等向け）

※1法人あたり、補助期間最大3年
（空家等活用促進区域を指定している場合は制限なし）

※令和8年度より、支援法人業務の補助対象業務を追加

＜主な実施要件＞
○ 空き家の除却事業及び活用事業の実施（＜補助対象事業＞の①及び②）

 ※空家等管理活用支援法人を指定している場合又は

空家等活用促進区域を指定している場合は本要件を免除

＜主な補助率＞

＜補助対象事業＞

赤字はR8年度拡充事項
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81 街なみ環境整備事業 URL https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478281.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001017215.pdf（R８予定）

事業実施主体（対象者） 支援対象・内容 補助率等 公募時期 事業要望調査時期 R８年度当初予算 問合せ先

都道府県・市町村・
法定協議会 ハード・ソフト 1/2、1/3 1月

社会資本整備総合交付金
等
1,312,611百万円の内数

国土交通省住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
03-5253-8517

３．地域の保全・管理に関する施策（景観・居住環境の整備改善）

（百万円）

住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行う
ことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する。趣旨・目的

地区の固有の資源である良好な景観や歴史的街並みの保全・再生に、地域が一体となって取組み、魅力あるふるさとづくりを推進する。事業内容

-94-

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478281.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001017215.pdf

